
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
条
例
第
一
号
）

一

徳
島
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
条
例
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
号
）

一

不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
に
お
け
る
聴
聞
及
び
弁
明
の

機
会
の
付
与
の
通
知
は
、
公
示
事
項
を
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
行
政
庁
の
事
務
所
の
掲

示
場
に
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
当
該
事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た

も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
号
）

一

徳
島
県
公
益
認
定
等
審
議
会
の
委
員
の
資
格
に
つ
い
て
、
公
益
信
託
に
係
る
事
項
を
追
加
す
る
こ

と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

知
事
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
号
）

一

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
七
・
五
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
六
月
期
及
び
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
五
と
す
る
こ
と
と

し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

一
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
号
）

一

租
税
特
別
措
置
法
の
事
務
を
処
理
す
る
市
町
村
の
範
囲
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
号
）

一

来
庁
者
以
外
の
者
が
来
庁
者
駐
車
場
に
自
動
車
を
駐
車
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
こ
と

と
し
た
。

二

一
の
使
用
料
の
納
付
の
時
期
及
び
方
法
は
、
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
号
）

一

公
益
信
託
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
所
得
割
の
寄
附
金
税
額
控
除
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

二

公
示
送
達
に
つ
い
て
、
公
示
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の

者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
の
一
部
に
つ
い



て
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
、
二
に
つ
い
て
は
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一

条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
環
境
審
議
会
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
号
）

一

徳
島
県
環
境
審
議
会
の
委
員
の
定
数
を
三
十
人
以
内
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
号
）

一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正

に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
号
）

一

基
礎
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
率
を
標
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
割
合
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改

正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

国
民
健
康
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
一
号
）

一

年
齢
調
整
後
医
療
費
指
数
の
算
定
に
お
け
る
著
し
く
高
額
な
医
療
に
係
る
給
付
に
要
す
る
費
用
で

区
域
内
市
町
村
群
に
お
い
て
共
同
し
て
負
担
す
る
部
分
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
当
た
り
必
要
と
な
る
次
の
係
数
等
を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。

１

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数

２

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
等
割
合

３

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合

４

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例
及
び
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
二
号
）

一

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
林
業
に
関
す
る
研
修
の
実
施
体
制
の
見
直
し
に
伴
う
所
要
の
整
備

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例

２

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
三
号
）

一

農
地
中
間
管
理
機
構
が
賃
借
権
等
を
有
す
る
農
用
地
を
対
象
と
し
た
申
請
に
よ
ら
な
い
土
地
改
良

事
業
（
以
下
「
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
事
業
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
市
町
村
が
行
う
も
の
に
つ

い
て
、
特
別
徴
収
金
の
徴
収
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
事
業
の
計
画
を
定
め
た
旨
を
公
告
し
た
日
か
ら
連
続
し
て
農
業
経
営
等

の
委
託
の
期
間
若
し
く
は
農
地
中
間
管
理
権
の
存
続
期
間
若
し
く
は
残
存
期
間
が
存
す
る
場
合
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
を
合
算
し
た
期
間
が
十
五
年
以
上
で
あ
る
と
き
又
は
こ
れ
ら
の
期
間
に
連
続
し
て
農

地
中
間
管
理
機
構
が
当
該
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
事
業
に
係
る
農
用
地
の
所
有
権
を
取
得
す
る
場



合
は
、
特
別
徴
収
金
を
徴
収
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
四
号
）

一

道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
又
は
特
定
車
両
停
留
施
設
に
設
け
る
自
動
車
に
燃
料
と
し

て
の
水
素
を
供
給
す
る
た
め
の
施
設
に
係
る
道
路
の
占
用
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
五
号
）

一

県
立
学
校
の
職
員
の
定
数
を
二
千
五
百
四
十
二
人
に
、
県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
四
千
七
百
二

人
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
教
育
振
興
審
議
会
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
六
号
）

一

徳
島
県
教
育
振
興
審
議
会
の
委
員
の
定
数
を
二
十
五
人
以
内
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
高
等
学
校
等
教
育
改
革
促
進
基
金
条
例
（
条
例
第
十
七
号
）

一

本
県
の
公
立
の
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
お
け

る
教
育
改
革
の
促
進
の
た
め
の
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
徳
島
県
高
等
学
校
等
教
育
改

革
促
進
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
予
算
で
定
め
る
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

基
金
は
、
一
の
事
業
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

四

基
金
の
管
理
、
運
用
益
金
の
処
理
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
学
校
使
用
料
、
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
八
号
）

一

知
事
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
た
者
に
係
る
授
業
料
又
は
受
講
料
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

金
属
く
ず
取
扱
業
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
条
例
第
十
九
号
）

一

金
属
く
ず
取
扱
業
に
関
す
る
条
例
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
盗
難
特
定
金
属
製
物
品
の
処
分
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
又
は
こ
の

条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
号
）

一

不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
聴
聞
の
通
知
を

公
示
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
に
当
た
っ
て
公
示
事
項
を
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

特
別
職
の
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則

第
六
号
）

一

徳
島
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

国
民
健
康
・
栄
養
調
査
員
の
報
酬
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

旅
費
の
額
の
特
例
に
つ
い
て
、
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
改
正
を

行
う
こ
と
と
し
た
。



四

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
に
つ
い
て
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

三
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
号
）

一

徳
島
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
条
例
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た

。
二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
行
政
財
産
使
用
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
八
号
）

一

徳
島
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
希
少
野
生
生
物
の
保
護
及
び
継
承
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規

則
第
九
号
）

一

森
林
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
号
）

一

生
活
保
護
法
シ
ス
テ
ム
標
準
仕
様
書
に
定
め
ら
れ
た
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
申
請
書
等
の
様
式
と

重
複
す
る
様
式
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
一
号
）

一

入
学
願
書
の
様
式
に
つ
い
て
、
入
学
試
験
手
数
料
の
証
紙
に
よ
る
徴
収
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
整

備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
二
号
）

一

老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
届
出
書
等
の
標
準
様
式
と
重
複
す
る
様
式
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
こ
と

と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
暮
ら
し
や
す
い
徳
島
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
規
則
第
十
三
号
）

一

事
実
の
公
表
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
意
見
の
聴
取
の

通
知
を
公
示
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
に
当
た
っ
て
公
示
事
項
を
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と

が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十

四
号
）

一

知
事
管
理
区
分
に
お
い
て
特
別
管
理
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
し
た
と
き
の
報
告
の
方
法
及
び
様

式
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

一
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
五

号
）



一

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
か
ら
、
林
業
に
関
す
る
研
修
を
削
除
す
る

こ
と
と
し
た
。

二

土
壌
分
析
装
置
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
農
業
大
学
校
の
入
学
試
験
手
数
料
に
つ
い
て
徳
島

県
収
入
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

四

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
六
号
）

一

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
入
学
試
験
手
数
料

に
つ
い
て
、
証
紙
に
よ
る
徴
収
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例
及
び
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


